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１．製造の流れ

＜工程＞ ＜情報の伝達・記録の帳票＞ ＜注意ポイント＞

（注）

製造者が作成するものは赤色

取引先から受け取るものは青色
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２．各工程における注意ポイント

（１）企画段階

①配合（レシピの決定）

商品の企画段階で、原材料の重量割合がわかる「原材料配合表」を作ります。

商品に表示する一括表示欄の原材料名の表示順は、この配合比が基になります。

また、原料原産地表示をすべき原材料（重量割合上位１位の原材料）が決ま

ります。

この段階で、原材料サプライヤが確定しておらず、原材料の種類、規格や原産地

／製造地が確定していない場合があります。
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２．各工程における注意ポイント

（１）企画段階

仕⼊れが不安定で、頻繁に種類や原産地が変更になる場合もあります。

①配合（レシピの決定）
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２．各工程における注意ポイント

（１）企画段階

②調達先の選定

原材料サプライヤに依頼して、原産地／製造地が記載された「原材料規格書」

を受け取ります。

なお、業務⽤加工食品や業務⽤⽣鮮食品の原材料は、原材料サプライヤが

最終製品において、原料原産地表示の対象（重量割合上位１位）となってい

ると認識していない場合があります。そのような原材料は、原産国や原産地／製

造地の変更の際の連絡方法などを明確にしておきましょう。
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２．各工程における注意ポイント

（１）企画段階

原材料の産地／製造地が変わる場合

原材料の原産地／製造地の変更などの情報

は、表示の修正が必要か否かを判断する材料に

なるとともに、表示の根拠となるため、いち早く正

確な情報を得ることが重要です。

安定して調達できるとの⾒通しをもって決定した産地の原材料に対応して、原産地／製造地

情報を包材に印刷しているにも関わらず、その⾒通しに反して原産地／製造地を変更するとき

は、特に注意が必要です。

原材料サプライヤからの情報伝達が事前に正確に行われないことを防ぐためには、原材料サプライヤに対
して定期的に原材料に関する情報の提供を求めるとともに、通常の納品時においても、納品書の記載や

原材料の包装容器の表示などから、発注した内容と納品された原材料に間違いがないことを確認しましょ

う。

具体的には、仕様が変更になる数カ月前までに連絡をしてもらうことに加え、仕様変更がなくとも

サイレントチェンジ対策の一環として、定期的（半期ごと、期末ごとなど）に自らサプライヤに対して変更

がないことを確認するとよいでしょう。

また、包材の発注から納品まで、数カ月かかる場合があるため、包材へ反映する期間を考慮し、一定の
猶予を持って産地を確定させましょう。

②調達先の選定
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２．各工程における注意ポイント

（１）企画段階

原材料の産地／製造地が変わる場合

原材料の原産地／製造地変更が⾒込まれる

場合、それはいつから、どの程度続くものなのか

確認を行い、その結果に応じて、包材の修正内

容の検討を実施し、新しい包材の調達や切り替

え時期の決定をしましょう。

また、原材料の変更と包材の切り換えを行う

際には、社内の企画から出荷まで関係する全て

の部門（仕⼊れ、生産、出荷、営業、品質管

理等）の担当者に情報を共有し、それぞれにお

いて対応すべきことを確認しましょう。

②調達先の選定
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２．各工程における注意ポイント

（１）企画段階

③商品仕様の決定

規格にあった原材料が安定して調達できることを原材料サプライヤに確かめた上

で、使⽤する原材料の原産地／製造地を定め、「商品規格書」に記載します。

使⽤を予定している原材料の原産地／製造地が変更される可能性がある場合

（例えば、国産／国内製造が、〇〇産／〇〇製造等）、商品規格書の提出

先（小売等）と商談し、その旨の了承を得ておきましょう。

※「商品規格書」は次ページで解説

一括表示等で表示内容に迷った際は、業界団体や保健所、関連省庁（消

費者庁、農林水産省等）の HP 等で関連する規定やマニュアル等を確認し、食
品表示基準や品⽬によっては公正競争規約等に合致した表示を作成しましょう。
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２．各工程における注意ポイント

（１）企画段階

③商品仕様の決定
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２．各工程における注意ポイント

（１）企画段階

③商品仕様の決定

重量割合上位 1 位の原材料において、複数の産地（原産地／製造地）を使⽤した場合には、原料原産地を①あらかじめ
印刷した包材を使⽤する場合（以下「複数産地の場合」といいます。）と②使⽤した産地を随時印刷する場合があります。

①の場合は、今後調達し利用する原材料の産地を予測・計画し、「国別重量順表示」「又は表示」「大括り表示」といった表
示方法の中から実態に合ったものを選択し、表示する産地名などを定めることが必要です。

なお、「又は表示」や「大括り表示」をする場合には、過去の産地別の使⽤量をまとめた「産地別使⽤実績」や、今後の産地
別調達⾒込みを基に「産地別使⽤計画」を作成し、保管することが条件になります。

併せて、「又は表示」の場合は、商品の包材等に「産地別使⽤実績」や「産地別使⽤計画」に基づく使⽤割合の高いものか
ら順に表示した旨の注意書きが必要となります。

例：「○○（原材料）の産地は、昨年度の使⽤実績順によるものです。」

又は

「○○（原材料）の産地は、今年度の使⽤計画順によるものです。」

②の場合は、製造日に使⽤する原材料の産地の内容に応じて、原料原産地表示を行う方法には、次の 2 つがあります。

・包材に直接印刷する方法

・ラベルシールに印字して貼付する方法

原産地の変更頻度や自社の設備能力を考慮して、適切な表示（印字）方法を選択する必要があります。
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２．各工程における注意ポイント

（２）準備段階

①包材の発注

包材を発注するときは、原材料名の順番や原産地／製造地を商品規格書で定

めたとおりデザインし、発注します。

包材印刷会社から、包材発注書に基づき版下が示された場合は、発注した内容
と相異がないか確認しましょう。複数名で照合することでチェック漏れを防ぐことが期

待できます。
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２．各工程における注意ポイント

（２）準備段階

①包材の発注
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２．各工程における注意ポイント

（２）準備段階

②包材の搬⼊・保管

納品された包材と発注した内容

（包材版下または包材発注書）に相

違がないか確認しましょう。

複数名で確認することでチェック漏れ
を防ぐことができます。
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ミスを防ぐチェック方法
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トラブルチェックの落とし穴
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２．各工程における注意ポイント

（２）準備段階

③原材料の発注

原材料サプライヤに、原材料規格

書どおりの品名（又は原材料コー

ド）を伝えて発注します。

同じ品名でも産地が異なる場合

があるので注意しましょう。
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２．各工程における注意ポイント

（２）準備段階

④原材料の搬⼊

入荷検品時には、発注したとおりの原材料が納品されているか、発注書、納品書、現物の照合により確認します。

特に原材料サプライヤから、1 度の配送で複数産地の原材料を受領した際は、取扱いに注意が必要です。

まず、原材料サプライヤが原材料を納入する際の納品書に原産地／製造地を特定できる情報、できれば原産地／製造地

そのものを段ボール箱に表示してもらい、入荷検品のときに納品書と現品の産地表示を照合します。

入荷検品のときに、納品書や箱の表示と現品の産地情報を照合する
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２．各工程における注意ポイント

（２）準備段階

⑤原材料の分別管理

【コラム】内部トレーサビリティの重要性

仕入れ先や製造メーカー、部位や規格の異なる原材料をブレンドして使⽤してい

る場合、例えば、ある商品に原材料が原因と思われる事故が発⽣し、商品を自主回

収せざるを得なくなった場合に、事故のあった商品から、使用した原材料のロット

を特定し、同じロットの原材料を別のどの商品に使用したかが特定できなければ、

全商品を回収せざるを得なくなります。

このように、加工食品の製造に使⽤する原材料は、同種の原材料であっても、様々

な種類があり、さらにそれぞれ、原材料サプライヤ、原産地／製造地、規格（グレー

ド）などによって複数のものを使い分ける場合があります。食品トレーサビリティに取組む

にあたっては、それらの原材料について、分別して管理することが必要です。

そこで、どんな種類の、どのロットの原材料を配合し、どの商品に使⽤されたか

が特定できるように内部トレーサビリティを確⽴しましょう。
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入荷した原材料に対して、原材料ロットを発行（付与）する

入荷日や数量とともに原材料の情報について記録を作成します。⼊荷日や原材料サプライヤが同じ原材料

を一つの原材料ロットとして管理します。また原材料は品名・原産地・グレード・温度帯の情報を併せて管理

してください。万一の回収事故が発⽣した場合に備え、回収範囲が特定できるようにします。

２．各工程における注意ポイント

（２）準備段階

⑤原材料の分別管理

この入荷記録は、11 月 1 日に ABC 社が納入した冷凍のアメリカ産スケトウダラで品質に問題ないこと

を確認した上で入荷年月日+サプライヤをアルファベットで記して原材料ロット番号「231101A」を、また、

BBB 社が納入した冷凍のインド産シログチには「231101B」を付記した例です。

原材料を現場で管理する一例として、「⼊荷年月日と受⼊記号」を使います。「受⼊記号」は納入業

者や産地を表すことが多く、原材料の現物確認に役⽴ちます。

＜受⼊れ原材料に対する社内ロット番号の付け方例：上表の事例解説＞
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仕入れた原材料を保管庫にロットごとに区別して保管し、混ざらないように管理します。保管庫では原材

料がいつ入庫されたものなのか、すぐにわかるように入荷日シールなどを原材料の外装に貼ると管理しやすく

なります。またロットごとの管理に加えて、魚種ごとに区分けをして分別保管している事例もあります。

入荷した原材料をロットごとに保管する

・いつ（入荷日）

・どこから（入荷先）

・何を（品名）

・どれだけ（数量）

・加工食品の場合、製造年月日／賞味期限／消費期限

の基本的な項⽬に併せて、

・⽣鮮食品の場合は、原産地、部位、流通温度（常温／冷蔵／冷凍）

・加工食品の場合は、製造地／製造者、規格（グレード）

等を踏まえ、自社の製品、製造実態と合わせて適切な入荷ロット単位を設定

しましょう。

・自ら⽣産した原材料を使って加工品を製造する場合であっても原材料ロット
番号を割り振り判別できるようにしましょう！

２．各工程における注意ポイント

（２）準備段階

⑤原材料の分別管理
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２．各工程における注意ポイント

（３）製造段階

①製造の指示

製造段階では、製造工程の責任者が配合表や製品規格書に基づいて「製造指示書」を

作成し、原材料の種類（原材料ロット番号）とその数量、⽤いる包材（ラベルシールの場合

は、印刷すべきシール）を指定します。指示者と製造担当者間の確実な情報伝達が必要にな

ります。

原材料ロットと包材を指定して製造を指示する
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２．各工程における注意ポイント

（３）製造段階

②製造の記録

・いつ（製造日）

・どのラインで（製造場所）

・どの原材料

・どの包材を使って

・何を（品名）

・どれだけ（数量）つくったか

等を踏まえ、自社の製品、製造実態と合わせて適切な製造ロット

単位を設定しましょう。
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２．各工程における注意ポイント

（３）製造段階

②製造の記録

この例では、原料受入→①調合仕込み→②発酵→③充填・印字を記録しています。

※製造工程において、ロットの構成内容が
変化しない場合、各工程共通の製造
ロット番号を設定して使⽤する ことも可
能です。

※工程ごとに設定したロット番号を、次の
工程の記録に引き継いで転記する場
合、ヒューマンエラーが発⽣する恐れがあ
るので、複数名での照合等の対策をし
ましょう。
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２．各工程における注意ポイント

（３）製造段階

②製造の記録

原料受入→①調合仕込みを記録しています。
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２．各工程における注意ポイント

（３）製造段階

②製造の記録

②発酵→③充填・印字を記録しています。

製造記録①調合仕込み記録

製造指示書
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２．各工程における注意ポイント

（４）出荷段階

製造ロット単位での追跡がで

きるようにしましょう。

いつ製造した製品か、どこに販

売されたかわかるように出荷の記

録（納品書）には製造ロット番

号を記載しましょう。

製造ロットが 1 日１ロットであ
る場合には、製品に表示して賞

味期限が製造ロット番号の代わ

りになります。（賞味期限が年

月表示の場合は別途製造ロット

番号の表記が必要です。）

製造ロット番号を記載した出荷の記録を残す
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